
　　　　

8 時 30 分から 16 時 30 分まで あり なし

健康・生活

運動・感覚

認知・行動

言語
コミュニケーション

人間関係
社会性

主な行事等 事業所内活動(季節の制作、ひなまつり、七夕、クリスマス、園周辺散歩)　・避難訓練

家族支援 ・必要に応じて家庭生活の中で困り感がある時は、相談に乗り共有する。 移行支援
・並行利用の各園と情報共有を行う。受け入れ体制づくりへの協力や相談
援助への対応支援

地域支援・地域連携 ・事業所周辺の住人達に挨拶する。・療育相談・発達相談 職員の質の向上
・毎月外部事業所から療育指導を行ってもらいカンファレンス実施、今後
の取り組みについても相談

支　援　内　容

・食事、排泄、着脱等の自立に向けた生活支援を行っています。　・自分で出来た達成感、困った時の伝え方などの環境を整える。・自分で食べれるよう親子に援助を行う。

・姿勢、運動、動作の向上　・保有する感覚の総合的な活用　・感覚機能を利用し大きく体を動かすことを行う　・小集団でゲーム、サーキット、リトミック　　　　　　　　　　　　・
体を動かしバランスを保ち音楽に合わせてリズム感覚を育むことが出来る。　・PT,OTリハビリに取り組むことにより姿勢、運動、動作の向上を図る。

本
人
支
援

・自立課題ではワークシステムを使いマッチング、色分け、パズル、文字、数字、お箸、洗濯バサミ等取り入れる　・数、形の大きさ、重さ、色の違い等の習得　・自己肯定感の向上を目
指しながら集中力を育てていきます。　・視覚支援を取り入れることで、見通しをもって安心した生活を送ることが出来る。

・言語、コミュニケーションの基礎的能力を向上し、コミュニケーション手段の選択の活用を学ぶ。　・言葉、指さし、身振り、手話やコミュニケーションボードを活用し、行動に言葉や
カードを添えて言葉の発達を促していきます。　・円滑な社会生活を送るための様々なスキルを学ぶ。

・友達と遊ぶ中で、友達同士でルールを話し合って決め、楽しく遊ぶ方法を学んでいきます。　・一人遊びから共同遊びに移行できるよう、周りの大人が介入して行う連合的な遊びにつな
がるようにもっていく。

支援方針 一人一人の発達年齢や特性に応じています。保護者の方に適切な対応を身につけて頂きながら、その子どもの持つ可能性を発揮できるよう支援しています。

営業時間 送迎実施の有無

法人（事業所）理念 利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立った児童発達支援の提供に努める。

事業所名 西条市児童発達支援かがやき園 支援プログラム


